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す
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別
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弁
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を
送
付
す
る
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一 

 



 

一
に
つ
い
て 

ま
た
、
本
実
態
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
公
衆
衛
生
審
議
会
伝
染
病
予
防
部
会
の
下
に
設
け
ら
れ
た
予
防
接
種
問
題
検

討
小
委
員
会
（
以
下
「
小
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
検
討
及
び
議
論
に
十
分
反
映
さ
れ
る
よ
う
所
要
の
措
置
を
講
じ 

 

て
ま
い
り
た
い
。
な
お
、
小
委
員
会
に
お
い
て
は
、
本
年
九
月
十
八
日
に
関
係
団
体
等
か
ら
の
意
見
聴
取
を
行
い
、
そ
の
場

に
お
い
て
も
予
防
接
種
健
康
被
害
者
（
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同 

 

じ
。
）
の
実
態
の
把
握
に
努
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
実
態
調
査
は
、
厚
生
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
御
指
摘
の
財
団
法
人
予
防
接
種
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
の
役
員

等
に
よ
る
研
究
班
を
設
置
し
て
実
施
す
る
予
定
の
も
の
で
あ
り
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
障
害
児
養
育
年
金
又
は
障
害
年
金
（
以
下
「
障
害
児
養
育 

 

年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
受
給
者
（
以
下
「
障
害
児
養
育
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）
を
対
象
と
し
、
原
則
と
し
て
調
査 

 
 

 

用
紙
を
郵
送
し
て
回
収
す
る
方
式
で
実
施
す
る
が
、
そ
の
調
査
項
目
に
つ
い
て
は
障
害
児
養
育
年
金
等
受
給
者
の
実
態
を
的

確
に
把
握
し
得
る
工
夫
が
な
さ
れ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

衆
議
院
議
員
井
上
義
久
君
提
出
予
防
接
種
健
康
被
害
者
の
救
済
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
予
防
接
種
健
康
被
害
者
の
介
護
に
係
る
支
援
に
つ
い
て
は
、
平
成
六
年
十
月
か
ら
、
予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）
第
六
条
第
三
項
及
び
第
七
条
第
三
項
に
基
づ
い
て
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
等
の
施
設

に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
を
除
き
、
介
護
加
算
額
を
加
算
し
た
額
を
障
害
児
養
育
年
金
等
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
（
以
下
「
介

護
加
算
制
度
」
と
い
う
。
）
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

予
防
接
種
健
康
被
害
者
の
救
済
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
者
は
、
多
く
の
場
合
精
神
発
達
障
害
等
重
度
の
障
害
者
で
あ

る
こ
と
や
、
親
の
高
齢
化
に
伴
い
介
護
負
担
が
増
大
し
て
い
る
と
い
う
実
態
を
踏
ま
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
認
識
の
下
、
予
防
接
種
健
康
被
害
者
の
救
済
に
係
る
給
付
に
つ
い
て
は
、
平
成
六
年
十
月
に
、
医
薬
品
副
作

用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
調
査
機
構
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
救
済
給
付
の
額
の 

御
指
摘
の
よ
う
に
法
に
お
い
て
介
護
に
係
る
給
付
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
委
員
会
に
お
け
る
予

防
接
種
健
康
被
害
者
の
救
済
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
議
論
等
を
踏
ま
え
、
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

四 

 



 

 

五 

水
準
を
勘
案
し
つ
つ
、
対
象
者
が
予
防
接
種
を
受
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
と
す
る
法
第
八
条
の
規
定
の
下
で

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
等
の
予
防
接
種
制
度
の
特
性
に
も
配
慮
し
た
給
付
内
容
と
す
る
観
点
か
ら
、
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る

給
付
の
額
の
引
上
げ
を
行
っ
た
ほ
か
、
介
護
加
算
制
度
を
設
け
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
の
給
付
内
容
は
、
予
防
接
種
に
よ

る
健
康
被
害
の
救
済
と
し
て
適
切
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

ま
た
、
御
指
摘
の
よ
う
な
支
援
策
に
つ
い
て
は
、
介
護
加
算
制
度
や
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
保
健
福
祉
相
談
事
業
に
よ

り
対
応
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
こ
れ
ら
の
施
策
を
着
実
に
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
家
族
等
に
対
す

る
支
援
策
に
つ
い
て
は
、
小
委
員
会
に
お
け
る
検
討
及
び
議
論
や
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
実
態
調
査
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、

検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 


